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実施錮両

12月 11日 (水)から3鷲 日 (火)までの21日間

交通費金又固―ガン

「マナーアップlあなたが主役です」

交通費壼宜言の自雷業

「思しヽゃ叩を申ずり合犠ヽで高めよう|あ しかがの交通マナー』

運mの国鰊

市民一人ひとり|こ交通安全意識の浸透を図り、交通ルールの遵守と正

しりヽ交通マナーの実践を習慣付け、交通事故防止の徹底を図ります。

口mのRK
礎 こどもと高齢者の交通事故防止

2 飲)西運転等の根絶

3 自転車等奉|1用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

4「 ライト4(フ ォー)運動」、「原則ハイビーム」の推進と反射材用品等

の着用促進

畿―行動圃

2月 13圏 (金)F飲酒運転根絶」強化の日

2月 18圃 (本)F自転車マナーアップ」強化の日

2月 20日 (金)「ライ ト4(フ ォー)とハイビーム」強化の日

2月 23圏 (月 )「 こどもや高齢者に優しい3S運動」推進強化の日
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し の交網事故鱗止

○ 通学路等で、児童 口生徒に交通安全指導を行いましょう。
・ 具体的かつ実践的な指導が大切です。
日 社会全体で子供を見守る諸活動が重要です。

O 高齢者に1よ、高齢者の交通事故の特徴等を賠まえたきめ細やかな指導

を行いましょう。

③ 自転車乗車時iよヘルメット、自動車乗車時は、シー トベル ト、チャイ
ル ドシー トを着用しましょう。

○ 安全運転サポー ト車 (急発進抑制装置等を搭載した車)を推奨します。
盆

○ 飲酒運転を「しなし`露させなしい 許さなしヽ」環境づくいが大切です。
危険性、恐質性を繰り返し訴えましょう。
家庭、職場でも飲酒運転の根絶につしヽて議し合しヽましょう。

妨害運転の悪質′
1空

3危険」
1宝や罰興11を固矢通しましょう。

「思り`申騨ヨゆずり合い」の気持ちを持・った運転が大切です。
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鞍 攣3 鑽 等利爾時の交通ノレーノレ遷守鰊徹底

○ 白転車ヘルメットの着用と安全確保

自戦車拳il用者iま、乗車燿ヘルメットの着用、自転車保険へのカロ入、

定期飾な点検整備等を行つていきましょう。

自転車の交通ルール ロマナー実践の徹底

自転車|ま車両の仲間です。自転車安全禾11周五員|]を固矢爾しましょう。

基本的な交通ブレ ルの達守と正ししヽ交通マナーの実践を呼び掛 Iす

ましょう。

本年 11月 弩国から自転車運転申の「ながらスマホ』ゃ「酒気帯び

運転」|こ対する罰則が整備されまけた。
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4 Fラ イ ト4(7諾 ―)」 )運l と「原則ハイビーム」の推進
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園波が早まるため、午後4時を目安に前照灯を点灯しましょう。
夕暮れ時は、視界が悪くなり「見落とし』や「発見の遅れ』による

交通事故が多売するイ頃向にあります。

原則ハイビームでの走行を心が|ナましょう。

夜聞走行時|よ、対向車や先行車等がしヽる場合を除き、F原則ハイビ

ーム」で走行しましょう。

夜間出掛 |す る際|ま明るい服装で反射材を身につけましょう。

【事務局】 足利市役所 生活環境部市民生)舌課 (TEL0 2 8 4-20-2190)
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